
 

Ⅳ 地域福祉課の事業概要 

  

 ＜地域福祉に関すること＞ 
 

  地域社会の福祉増進を図るため、民生委員・児童委員の委嘱・解嘱事務、児童・高齢

者・障害者福祉、母子父子寡婦福祉資金の貸付、配偶者暴力相談支援、戦傷病者・遺族

援護、中核地域生活支援センター活動支援、生活保護業務を行っている。 

 

１ 福祉関係事業 

（１）民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は地域の社会福祉の増進に努めることを本務として、自主的な

活動を行っているほか、行政機関への協力者として活動している。 

 

表１－（１）民生委員・児童委員配置状況（令和６年４月１日現在） 

（単位：人） 

市町村 定 数 

現 員 左の内訳 

民生委員 

児童委員 

主任児童 

委員 
計 男 女 

令和４年度 347 312 34 346 139 207 

令和５年度 351 310 32 342 137 205 

令和６年度 351 309 32 341 136 205 

館山市 112 95 8 103 40 63 

鴨川市 78 70 8 78 43 35 

南房総市 135 121 14 135 41 94 

鋸南町 26 23 2 25 12 13 

 

 

（２）行旅病人及び行旅死亡人 

ア 行旅病人及び行旅死亡人取扱制度 
行旅病人及び行旅死亡人取扱制度は、明治 32 年 7 月 1 日施行の行旅病人及行旅死

亡人取扱法に基づき開始された制度で、行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴

者の救護等を目的としている。 

なお、生活保護法による生活扶助及び医療扶助との関係については、行旅病人であ

っても、生活保護法を適用することが可能なものについては、保護の実施機関が同法

により措置して差し支えないこととされている。 

 
イ 管内の取扱状況 

過去３年間該当なし。 
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（３）児童福祉 

 

児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき手当を支給するほか、

家庭相談員を配置し、児童及び家庭問題の相談にあたるとともに児童の健全育成推進を 

図っている。 

 

ア 児童扶養手当 

 

ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立

を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に、児童扶養手当を支給している。 

 

（ア）児童扶養手当受給者数 

 

表１－（３）－ア－（ア）児童扶養手当受給者数 

市町村 受給者数（人） 受給資格認定件数（件） 

令和４年度 31 1 

令和５年度 30 7 

令和６年度 37 7 

鋸南町 37 ７ 
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（イ）児童扶養手当受給者の世帯類型別 

表１－（３）－ア－（イ）児童扶養手当受給者の世帯類型別  （単位：世帯） 

区

分 

 

 

 

年

度 

世 帯 類 型 別 

計 

母子世帯 父子世帯 

そ
の
他
の
世
帯 

生別母

子世帯 
死
別
母
子
世
帯 

未
婚
母
子
世
帯 

障
害
者
世
帯 

遺
棄
世
帯 

ＤＶ
保
護
命
令
世
帯 

生別父

子世帯 
死
別
父
子
世
帯 

未
婚
父
子
世
帯 

障
害
者
世
帯 

遺
棄
世
帯 

ＤＶ
保
護
命
令
世
帯 

離
婚 

そ
の
他 

離
婚 

そ
の
他 

令
和
４
年
度 

24 1 2 2 - - - 2 - - - - - - - 31 

令
和
５
年
度 

22 1 3 2 - - - 2 - - - - - - - 30 

令
和
６
年
度 

26 0 4 4 - - - 3 - - - - - - - 37 

 

イ 特別児童扶養手当 

家庭で介護されている障害のある児童（２０歳未満）の福祉の増進を図り、その  

生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して特別児童扶養手当

を支給している。 

表１－（３）－イ 特別児童扶養手当受給状況  （単位：人） 

区分 

 

市町村 

 

受給者数 

支 給 対 象 障 害 児 数 

身体障害 精神障害 重複障害 計 

1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 

令和４年度 140 23 9 57 52 2 - 82 61 

令和５年度 138 19 7 57 58 2 - 78 65 

令和６年度 138 16 8 59 58 3 - 78 66 

館山市 52 1 3 23 27 - - 24 30 

鴨川市 52 9 2 21 21 1 - 31 23 

南房総市 29 4 3 14 7 2 - 20 10 

鋸南町 5 2 - 1 3 - - 3 3 

(注)1 人の受給者が複数の支給対象障害児を監護・養育する場合がある。 
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（４）母子・父子・寡婦福祉資金 

母子及び父子家庭又は寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童の福祉向上

を図ることを目的として母子父子寡婦福祉資金制度により各種資金の貸付を行ってい

る。 

 

ア 母子・父子福祉資金貸付状況 

表１－（４）－ア 母子・父子福祉資金貸付状況 

（単位：千円） 

区分 

 

 

 

市町村 

事
業
開
始 

事
業
継
続 

修

学 

技
能
習
得 

修

業 

就
職
支
度 

医
療
介
護 

生

活 

住

宅 

転

宅 

就
学
支
度 

結

婚 

令和４年度 － － － － － － － － － － － － 

令和５年度 － － 4,440 － － － － － － － － － 

令和６年度 － － 8,964 － － － － － － － － － 

館 山 市 － － 8,760 － － － － － － － － － 

鴨 川 市 － － 204 － － － － － － － － － 

南房総市 － － － － － － － － － － － － 

鋸 南 町 － － － － － － － － － － － － 
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 イ 寡婦福祉資金貸付状況 

 

表１－（４）－イ 寡婦福祉資金貸付状況 

（単位：千円） 

区分 

 

 

 

市町村 

事
業
開
始 

事
業
継
続 

修

学 

技
能
習
得 

修

業 

就
職
支
度 

医
療
介
護 

生

活 

住

宅 
転

宅 

就
学
支
度 

結

婚 

令和４年度 － － － － － － － － － － － － 

令和５年度 － － － － － － － － － － － － 

令和６年度 － － － － － － － － － － － － 

館山市 － － － － － － － － － － － － 

鴨川市 － － － － － － － － － － － － 

南房総市 － － － － － － － － － － － － 

鋸 南 町 － － － － － － － － － － － － 
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（５）家庭児童相談に関する支援状況 
 

  児童福祉の向上を図るため、家庭相談員が専門的な立場から学校、家庭における 

児童養育等について相談に応じている。 

 

表１－（５） 家庭児童相談状況 

（単位：件） 

区分 

 

 

 

 

 

 

年度 

相
談
総
数
□
延
□ 

（再掲） 
相談内容 

個別支援会議 

参加回数（延） 

訪
問 

電
話 

面
接 

学
校
生
活 

家
庭
環
境 

生
活
習
慣 

障
害 

そ
の
他 

対象者 回数 

乳幼児 6 

小学生 6 

令和４年度 351 315 18 18 225 56 30 30 10 中学生 6 

令和５年度 339 318 14 7 230 88 1 18 2 高校生 0 

令和６年度 345 311 17 17 224 102 4 10 5 その他 6 
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（６）高齢者福祉 

高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、老人福祉施設入所者法外援護給付金

の支給及び百歳者に対する記念品の贈呈等を行っている。 

 

ア 百歳者に対する祝品等贈呈事業 

百歳高齢者に対し社会発展の功労者として敬愛し、長寿を祝福するため内閣総理 

大臣から祝状及び記念品を贈呈している。 

 

表１－（６）－ア 百歳者 

（単位：人） 

区分 

市町村 
百歳者 

左の内訳 

男 女 

令和４年度 97 18 79 

令和５年度 111 18 93 

令和６年度 100 14 86 

館山市 40 4 36 

鴨川市 21 4 17 

南房総市 34 3 31 

鋸南町 5 3 2 

 

 

イ 老人福祉施設入所者法外援護給付金支給事業 

高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、老人福祉施設入所者法外援護給付金

の支給及び百歳者に対する記念品の贈呈等を行っている。 

 

表１－（６）－イ 老人福祉施設入所者法外援護給付金支給状況 

区分 

年度 

支給実人員 

（人） 

支給総額 

（円） 

令和４年度 15 人 757,200 

令和５年度 14 人 723,800 

令和６年度 13 人 733,200 
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（７）障害者福祉 

重度知的障害及び身体障害のため日常生活において常時介護を要する児・者へ手当

の支給や市町が給付する日常生活用具取付経費の補助を行っている。 

また、障害のある人への差別に関する相談に応じる他、障害者差別に関する啓発活

動を行っている。 

 

ア 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 

  重度の障害の状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする児・者に手当

を支給している。 

   

表１－（７）－ア 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者数 

 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 

市町村 
受給者数

（人） 

受給資格認

定件数

（件） 

受給者数

（人） 

受給資格認

定件数

（件） 

受給者数（人） 

令和４年度 8 2 3 1 - 

令和５年度 7 0 3 0 - 

令和６年度 6 1 3 0 - 

鋸南町 6 1 3 0 - 

 

 

イ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業 

在宅の重度知的障害者及びねたきり身体障害者又はその家族に、市町が行う手当の

給付に対して補助金を交付している。 

 

表１－（７）－イ 

在宅重度知的障害者福祉手当・ねたきり身体障害者福祉手当支給状況 

区分 

 

市町村 

在宅重度知的障害者 ねたきり身体障害者 

件数(人) 補助金額(円) 件数(人) 補助金額(円) 

令和４年度 130 6,535,075 1 51,900 

令和５年度 132 6,431,275 - - 

令和６年度 130 6,396,675 - - 

館山市 47 2,396,050 - - 

鴨川市 24 1,124,500 - - 

南房総市 50 2,443,625 - - 

鋸南町 9 432,500 - - 
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ウ 重度障害児・者日常生活用具取付費補助事業 

在宅の重度障害児・者に給付する日常生活用具の取付けに必要な経費を助成して 

いる。 

 

表１－（７）－ウ 重度障害児・者日常生活用具取付費補助状況 

市町村 件数（件） 内 容 補助金（円） 

令和４年度 -     - 

令和５年度 1 移動・移乗支援用具    14,850 

令和６年度 -     - 

館山市 -  - 

鴨川市 -  - 

南房総市 -  - 

鋸南町 -  - 

 

 

 

エ 障害者差別相談事業 

 

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定に伴い、健康

福祉センター内に専用電話を設け広域専門指導員が相談に応じ、併せて条例周知や啓発

活動を行っている。 

 

表１－（７）－エ 障害者差別相談状況  （単位：件） 
 

区 分 

差
別
等
相
談 

差別等相談活動件数内訳 再掲 

そ
の
他
の
相
談
件
数 

条
例
周
知
活
動 

電
話 

来
所
面
接 

訪
問
面
接 

関
係
機
関
連
絡
・
調
整 

事
例
検
討
会
・
会
議 

そ
の
他 

虐
待
の
相
談 

実
件
数 

活
動
件
数 

実
件
数 

活
動
件
数 

令和４年度 8 76 31 2 3 34 6 0 1 11 32 186 

令和５年度 2 41 3 2 1 30 5 0 0 0 46 211 

令和６年度 2 4 3 0 0 1 0 0 1 2 60 155 
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オ 地域相談員の委嘱 

 

  身体障害者相談員・知的障害者相談員及び精神障害・人権擁護等の業務従事者の中 

から、差別に関する相談業務を行う地域相談員を委嘱している。 

 
 

 
 

 
 

表１－（７）－オ 地域相談員委嘱状況  （単位：人） 

 

カ 地域相談員等研修会 

 

委嘱した地域相談員や市町村の障害福祉関係者等に対して研修会を開催している。 

 

表１－（７）－カ 地域相談員等研修会 

開催年月日 参 加 者 内 容 

令和 6 年 12 月

24 日 

地域相談員 13名、 

関係機関 18 名 

・講演：「盲導犬の基本知識と、盲導犬との暮らしに

ついて」 

・行政説明：条例相談受付状況について 

・グループワーク・意見交換・質疑応答 

 

  

区分 

 

市町村 

身体障害

者相談員 

知的障害

者相談員 

その他 

相談員 
計 

左の内訳 

男 女 

令和４年度 9 5 16 30 16 14 

令和５年度 9 5 13 27 13 14 

令和６年度 9 5 13 27 14 13 

館山市 4 2 7 13      8  5 

鴨川市      3 1 1 5  2  3 

南房総市 2 2 5 9  4  5 

鋸南町 - - - - - - 
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（８）配偶者暴力相談支援事業 

 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）に基づき、

配偶者（婚姻関係と同様の事情にある者を含む）からの暴力を受けた被害者の相談を

受け、必要な助言・指導を行っている。 

 

表１－（８）配偶者暴力相談支援状況 

（単位：件） 

区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 

総相談件数 来所相談件数 電話相談件数 出張相談件数 

総
数 

う
ち
Ｄ
Ｖ 

う
ち
ス
ト
□
カ
□
行
為
等 

う
ち
内
閣
府
報
告
分 

総
数 

う
ち
Ｄ
Ｖ 

う
ち
ス
ト
□
カ
□
行
為
等 

う
ち
内
閣
府
報
告
分 

総
数 

う
ち
Ｄ
Ｖ 

う
ち
ス
ト
□
カ
□
行
為
等 

う
ち
内
閣
府
報
告
分 

総
数 

う
ち
Ｄ
Ｖ 

う
ち
ス
ト
□
カ
□
行
為
等 

う
ち
内
閣
府
報
告
分 

令和４年度 53 43 0 38 2 2 0 2 51 41 0 36 0 0 0 0 

令和５年度 45 29 0 29 6 6 0 6 39 23 0 23 0 0 0 0 

令和６年度 89 71 1 70 3 2 0 2 75 60 1 60 11 9 0 9 

区 分 

 

年 度 

書面提出 

件数 
通報件数 

来所相談 

証明書 

発行件数 

交際相手からの暴力 

相談件数 

総数 通報 

令和４年度 0 0 0 0 0 

令和５年度 0 0 0 0 0 

令和６年度 0 0 0 1 0 
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（９）戦傷病者の援護 

戦没者遺族相談員４名を委嘱し、戦傷病者及び戦没者遺族の援護を行っている。 

 

ア 管内戦傷病者数及び援護状況 

戦傷病者手帳所持者からの請求により、補装具の給付、医療券の給付及びＪＲ乗車

券の引換証（変更）の交付を行うこととしている。 

 

表１－（９）－ア 管内戦傷病者数及び援護状況 

（単位：件） 

区分 

 

市町村 

戦傷病者手帳 

所持者数 
補装具の支給 医療券の交付 

乗車引換証 

（変更）の交

付 

令和４年度  3 0 0 0 

令和５年度  2 0 0 0 

令和６年度  2 0 0 0 

館山市   1 0 0 0 

鴨川市   0 0 0 0 

南房総市   1 0 0 0 

鋸南町   0 0 0 0 

 

 

イ 戦没者遺族相談員・戦傷病者相談員の嘱託 

戦没者遺族相談員・戦傷病者相談員を委嘱し相談にあたっている。 

 

表１－（９）－イ 戦没者遺族相談員・戦傷病者相談員嘱託状況 

（単位：人） 

市町村 館山市 鴨川市 
南房総市・ 

鋸南町 
合計 

戦没者遺族相談員 1 1 2 4 

戦傷病者相談員 － － － － 
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（１０）児童手当事務指導監査 

市町の児童手当（こども手当）の事務の円滑かつ的確な実施を確保するため、児童手

当指導監査要綱に基づいて監査を実施した。 

 

表１－（１０）児童手当事務指導監査状況 

市町村 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

館山市  R6 年 1 月実施  

鴨川市 R5 年 1 月実施  R7 年 1 月実施 

南房総市 R5 年 1 月実施  R7 年 1 月実施 

鋸南町  R6 年 1 月実施  

 

 

（１１）中核地域生活支援センター連絡調整会議（部会） 

 

中核地域生活支援センターの活動をサポートし、関係機関との連絡調整会議等を開催

している。 

 

表１－（１１）－ア 中核地域生活支援センター連絡調整会議実施状況 

開 催 日 令和 7 年 2 月 14 日   

場 所 館山市コミュニティセンター 1 階 第１集会室 

内 容 令和 6 年度中核地域生活支援センター連絡調整会議 

構成員・参加者数 
民生委員、当事者団体、福祉関係施設、市町社会福祉協議会、 

市町、関係県機関等、団体代表・職員等  25 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-95-  



 

表１－（１１）－イ 中核地域生活支援センター連絡調整会議部会実施状況 

 

 

 

開  催  日 5 月 23 日、9 月 26 日、1 月 23 日 

場     所 三芳農村環境改善センター（5 月、9 月、1 月） 

内     容 子ども部会（開催 3 回） 

構成員・参加者人数 教育機関，市町，医療機関，当事者団体，福祉関係施設 107 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 
偶数月（4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 

場 所 
館山市コミュニティセンター（10 月）、三芳農村環境改善セン

ター（6 月、8 月、12 月）、菜の花ホール（4 月、2 月） 

内 容 
障害者部会(開催 6 回)  

構成員・参加者人数 
当事者団体， 福祉関係施設，市町社会福祉協議会，市町，関

係県機関等 254 人 
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（１２）生活困窮者自立支援制度に関する支援状況 

 

社会福祉法人太陽会千葉県中核地域生活支援センター「ひだまり」が千葉県から  

委託契約を受け実施主体(窓口)となっている。 

関係機関で構成する支援調整会議を毎月 1 回開催し（書面開催１回）、自立相談支援

機関が中心となり作成した支援計画に基づき協議、検証を行っている。 

 

表１－（１２）生活困窮者自立支援実施状況 

区 分 

 

 

 

 

 

市町村 

支
援
調
整
会
議
□
回
数
□ 

新
規
相
談
受
付
件
数
□
総
数
□ 

プ
ラ
ン
作
成
件
数
□
総
数
□ 

就
労
支
援
対
象
者
数
※ 

法に基づく事業等利用件数 その他 

住
居
確
保
給
付
金 

一
時
生
活
支
援
事
業 

家
計
改
善
支
援
事
業 

就
労
準
備
支
援
事
業 

認
定
就
労
訓
練
事
業 

自
立
相
談
支
援
事
業 

に
よ
る
就
労
支
援 

生
活
福
祉
資
金
等 

に
よ
る
貸
付 

生
活
保
護
受
給
者
等 

就
労
自
立
促
進
事
業 

令和 4 年度 12 4 6 0 - - 3 0 - 2 0 0 

令和 5 年度 12 5 3 0 - - 1 0 - 0 0 0 

令和 6 年度 12 10 5 0 - - 2 1 - 0 0 0 

鋸南町 12 10 5 0 - - 2 1 - 0 0 0 

 

区 分 

 

 

 

 

 

市町村 

就
労
者
数 

□
一
般
就
労
総
数
□ 

支援メニューの利用状況 
増
収
者
数
□
総
数
□ 

住
居
確
保
給
付
金 

一
時
生
活
支
援
事
業 

家
計
改
善
支
援
事
業 

就
労
準
備
支
援
事
業 

認
定
就
労
訓
練
事
業 

自
立
相
談
支
援
事
業 

に
よ
る
就
労
支
援 

生
活
保
護
受
給
者
等 

就
労
自
立
促
進
事
業 

そ
の
他 

令和 4 年度 0 - - - - - - - - - 

令和 5 年度 0 - - - - - - - - - 

令和 6 年度 0 - - - - - - - - - 

鋸南町 0 - - - - - - - - - 

※プラン期間中の一般就労を目標にしている 
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＜生活保護に関すること＞ 

 
生活保護法に関する事務、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付及び生活困窮者自

立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給事務を実施している。 
 

１ 生活保護 

（１）生活保護制度 

生活保護制度は､憲法第 25 条に規定する理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に

対し困窮の程度に応じ、必要な保護を行い最低限度の生活を保障するとともにその自立

を助長することを目的としている。 

保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活できない場合に行

われ、その困窮程度に応じて保護費が支給される。 

保護の種類は､生活､教育､住宅､医療､介護､出産､生業､葬祭の 8 種類の扶助に分かれて

おり、保護を受ける世帯の状況に応じて必要な扶助が適用される。 

当センターは、管内の安房郡鋸南町について、生活保護の実施機関として、業務を行

っている。 

 

（２）管内の保護動向 

ア 被保護世帯・人員・保護率 
令和 6 年 10 月１日現在の常住人口は 6,235 人で、被保護世帯数 57 世帯、 被保護人

員 62 名であり保護率は 9.94‰となっている。 

過去 3 年間大きな変動はなく推移しているが、当管内の高齢者世帯の割合は、全県

平均を大きく上回っているため、高齢者の保護世帯が増加傾向にある。 

 

表１－（２）－ア 過去３年間の被保護世帯・人員・保護率の推移 

年 度 
管内人口 
（人） 

被保護世帯数 

（世帯） 

被保護人員 

（人） 

保護率 

（‰(ﾊﾟｰﾐﾙ)） 

4 年度 6,546 64 72 10.99 

5 年度 6,410 62 69 10.76 

6 年度 6,235 57 62 9.94 

伸び率 

（6 年度/5 年

度)％ 

97.26 91.93 89.85 92.37 

※１ 管内人口は各年 10 月 1 日現在の毎月常住人口調査 

※２ 被保護世帯数、被保護人員は被保護者調査による年度平均値 
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イ 被保護世帯の類型 

被保護世帯を類型別に見ると、高齢者世帯が 36.75 世帯(63.73％)、傷病･障害者世

帯が 15 世帯(26.01％)、その他の世帯が 4.92 世帯(8.52％)となっている。 

また、被保護世帯の 91.04%(52.51 世帯)は単身者世帯であり、特に一人暮らしの高

齢者世帯が 60.41％(34.84 世帯)を占めている。 

表１－（２）－イ 被保護世帯類型の年度別推移 

年 度 4 年度 5 年度 6 年度 

伸び率％ 

（6 年度/5

年度) 

合 計 世帯（世帯） 63.65 62.17 57.67  

単
身
世
帯 

高齢者 
世帯(世帯) 39.91 38.59 34.84 90.28 

割合(％) 62.70 62.07 60.41 - 

傷病・障害 
世帯(世帯) 14.75 13.67 14.00 102.41 

割合(％) 23.18 21.99 24.27 - 

その他 
世帯(世帯) 1.58 2.92 3.67 125.68 

割合(％) 2.48 4.69 6.36 - 

小 計 
世帯(世帯) 56.24 55.18 52.51 95.16 

割合(％) 88.36 88.76 91.04 - 

２
人
以
上
の
世
帯 

高齢者 
世帯(世帯) 2.25 2.08 1.91 91.82 

割合(％) 3.53 3.35 3.32 - 

母 子 
世帯(世帯) 0.08 1.00 1.00 100.00 

割合(％) 0.13 1.61 1.74 - 

傷病・障害 
世帯(世帯) 3.33 2.91 1.00 34.36 

割合(％) 5.23 4.68 1.74 - 

その他 
世帯(世帯) 1.75 1.00 1.25 125.00 

割合(％) 2.75 1.61 2.16 - 

小 計 
世帯(世帯) 7.41 6.99 5.16 73.81 

割合(％) 11.64 11.24 8.96 - 

※１ 被保護者調査による年度平均値 
 

ウ 保護開始及び廃止の状況 

保護の開始理由については、全て預貯金等の減少による。 

廃止理由については、死亡によるものが 6 件、手持金の活用によるものが 2 件、そ

の他が 2 件である。 

表１－（２）－ウ 保護の開始・廃止等の年度別推移 

区 分 
年 度 別 推 移 

令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

面接・相談件数（件） 23 12 16 

申請件数（件） 19 7 9 

開始件数（件） 15 5 7 

廃止件数（件） 11 12 10 
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（３）実施体制及び訪問活動 

実施体制は査察指導員 1 名、現業員 1 名であり、訪問活動状況については月間訪問

件数が 27.6 件となっている。 
 

表１－（３）福祉事務所の実施体制及び訪問活動の状況 

年 

 

度 

被
保
護
世
帯
数 

実施体制(4 月 1 日現在) 訪問活動の状況 

査察指導員 現業員 
訪問 

延件数 

訪問 

延日数 

地
区
担
当
員
数 

過
去
一
年
間
の
延 

地区担当員
１人当たり
の月間訪問
実績 

標
準
数 

現
員 

標
準
数 

現員 

専
任
面
接
員 

地
区
担
当
員 

計
画 

実
績
Ａ 

実
績
Ｂ 

訪
問
件
数 

Ａ
／
Ｃ 

 

訪
問
日
数 

Ｂ
／
Ｃ 

(実数) 

4.1 現在 Ｃ 

世帯 人 人 人 人 人 件 件 日 人 件 日 

４ 
年
度 

62 1 1 1 - 1 260 121 65 12 10.1 5.4 

５
年
度 

64 1 1 1 - 1 298 254 120 12 21.1 10.0 

６
年
度 

63 1 1 1 - 1 251 332 154 12 27.6 12.8 
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（４）生活保護費の支出状況 

令和 5 年度と比較すると、生活扶助費が 634,370 円、住宅扶助費が 32,063 円、介護扶

助費が 153,375 円、葬祭扶助が 107,418 円、就労自立給付金が 20,000 円、委託事務費が

152,880 円、施設事務費が 3,588,962 円それぞれ減少している。一方、医療扶助費につい

ては 253,238 円増加している。全体では 4,435,830 円減少となっている。 
表１－（４）令和６年度生活保護費の支出状況 

区 分 
支出額 

円 

構成比 

％ 
扶助費の主な内容 

生活扶助費 26,177,592 62.37 衣食その他日常生活費 

住宅扶助費 10,254,547  24.43 家賃・地代・住宅補修費 

教育扶助費 0  0 学用品・教材費・給食費 

介護扶助費 2,024  0.04 介護費・福祉用具費 

医療扶助費 1,602,450  3.80 検診料・移送費等 

出産扶助費 0  0 分娩料･衛生材料費 

生業扶助費 0  0 生業資金・技能習得費 

葬祭扶助費 275,856  0.65 葬祭費・検案料・火葬費用 

小 計 38,312,469 91.29  

就労自立給付金 0  0 就労自立者に対する給付金 

進学準備給付金 0  0 大学等進学準備のための給付金 

委託事務費 0  0 委託事務費 

施設事務費 3,659,130  8.71 救護施設事務費 

合 計 41,971,599  100.00  

※医療扶助と介護扶助の現物給付分は除く 

 

２ 中国残留邦人等に対する支援給付 

（１）支援給付制度 
   支援給付制度は、中国残留邦人等本人とその特定配偶者の生活の安定を目的とし、

平成２０年４月１日から法律に基づき開始された制度で、老齢基礎年金を受給しても

なお生活の安定が図れない場合に支給されるものである。 

   支援給付の仕組みは、基本的には生活保護法の取扱いを準用するが、一部について

は中国残留邦人等の特別な事情に配慮して生活保護法とは異なる取扱いがなされてい

る。 

 

（２）管内の給付状況 

 ア 被給付世帯数・人員 

過去３年間該当なし 

 イ 支援給付開始及び廃止の状況 

該当なし 
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（３）支援給付金の支出状況 

   実績なし 

 

３ 生活困窮者住居確保給付金 

（１）給付金制度 

給付金制度は、離職等により経済的に困窮した者であって、就労能力及び就労意欲の

ある方のうち、住宅を喪失している方、又は喪失する恐れのある方に対して、住居確保

給付金を支給することにより、安定した住宅と就労機会の確保に向けた支援を行うこと

を目的とした制度である。 

 

（２）管内の給付状況 

ア 給付世帯数 

過去３年間で給付申請はない。 
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